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令和８年度岡山県臓器移植コーディネーター設置事業に係る 

公募要領（公募実施公告） 

 

次のとおり、公募を実施します。 

 

  令和８年３月２日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太       

 

 

 「令和８年度岡山県臓器移植コーディネーター設置事業」については、公益財団法人岡

山県臓器バンクを相手方とする委託契約手続きを予定しているが、契約の前に、契約予定

者以外の者への参加意思確認を行うものである。 

 なお、応募者がいない場合は、公益財団法人岡山県臓器バンクと契約手続きを行うこと

とする。 

 

 

第１ 事業名 

 令和８年度岡山県臓器移植コーディネーター設置事業 

 

第２ 事業の目的 

 臓器移植に関し、県民や医療関係者に対する普及啓発及び臓器提供の情報収集等の業

務を行う臓器移植コーディネーターを設置することにより、臓器移植の円滑な実施及び

推進を図る。 

 

第３ 事業内容 

１ 臓器移植コーディネーターを複数名設置する。ただし、複数名の設置が困難な場合

は、事前に県と協議を行い、臓器移植コーディネーター確保に努めること。 

  また、契約金額についても、人数、期間等を考慮し、減額を行う。 

（１）臓器移植コーディネーターは、次の要件をすべて満たす者であることが望ましい。 

ア 医療有資格者又はこれと同等の知識を有すると認められる者 

イ 公益社団法人日本臓器移植ネットワークが行う研修を受講し、修了後の試験に

合格した者 

ウ 臓器移植コーディネーターの業務に専任できる者 

エ 臓器提供事例発生時には夜間・休日においても対応できる者 

（２）臓器移植コーディネーターは次の業務を行う。 

＜日常業務＞ 

ア 県民の臓器提供・臓器移植に関する理解を深めるための普及啓発に係る事業の

推進 

イ 臓器提供施設の医療従事者等に対する臓器移植に関する制度等についての普及

啓発活動 



ウ 臓器提供施設等の定期的な巡回 

エ 院内ドナーコーディネーター等の育成及び臓器提供に係る医療提供体制や関係

機関との連携体制の整備 

オ 県内における消防本部、都道府県警察本部、空港事務所等の臓器搬送に係る組

織との連携体制の整備 

カ 上記ア～オ以外の臓器移植を推進するために必要な業務 

＜臓器提供可能者発生時業務＞ 

ア 臓器提供可能者（脳死が強く疑われる者を含む）の発生時から主治医及び院内

ドナーコーディネーターと連絡を取りつつ、臓器提供の医学的適応の確認等の初

動対応 

イ 臓器提供可能者の臓器提供に係る意思の確認 

ウ 臓器提供に関する説明者として臓器提供可能者の家族に臓器提供・臓器移植に

ついての説明及び臓器提供に係る承諾書の作成 

エ 摘出された臓器の搬送又はその手配 

オ 関係機関（公益社団法人日本臓器移植ネットワーク、臓器提供施設、移植実施

施設、児童相談所、福祉事務所、警察署、臓器搬送に係る組織、アイバンク等）

との連絡調整 

カ 臓器提供者の遺族に対し、移植患者の予後の報告を行うなどの礼意をもった対

応 

キ 臓器移植連絡調整活動（コーディネート活動）の経過等について、公益社団法

人日本臓器移植ネットワークへの報告及びあっせんに関わる記録の作成・提出 

ク 上記ア～キの業務を円滑に行う上で、臓器提供可能者の発生時に必要な業務 

２ 別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

 

第４ 委託期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

第５ 契約締結日 

 令和８年４月１日 

 

第６ 契約限度額 

１３，３７１，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

 

第７ 応募資格 

１ 事務所所在地が岡山県内であること。 

２ 第３の１の（１）に掲げる臓器移植コーディネーターに必要とされる要件を全て満

たす人材を確保していること。 

３ 臓器移植の推進事業を専門的に行っており、臓器移植コーディネーターの業務を円

滑に推進するため、臓器提供施設、臓器移植施設、公益社団法人日本臓器移植ネット

ワーク及び警察、消防などの行政機関等関係団体からの協力が得られるよう総合的な

調整を行う体制を整備していること。 

４ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

する者でないこと。 



５ 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でない

こと。 

６ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと。 

 

第８ 公募手続等 

１ 公募提出書類の配布期間及び場所 

（１）配布期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年３月１３日（金）まで（閉庁日を除く。）

の午前９時から午前１２時まで及び午後１時から午後５時まで。 

 （２）配布場所 

下記第９の場所に同じ。また、岡山県保健医療部医薬安全課のホームページから

ダウンロードすることができる。 

２ 公募提出書類の提出期間、場所及び方法 

（１）提出期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年３月１３日（金）まで（閉庁日を除く。）

の午前９時から午前１２時まで及び午後１時から午後５時まで（必着）。 

（２）提出場所 

下記第９の場所に同じ。 

（３）提出方法 

持参、又は郵送（書留に限る。） 

（４）提出書類 

   ア 令和８度岡山県臓器移植コーディネーター設置事業公募申請書（様式第１ 

号） 

  イ 令和８度岡山県臓器移植コーディネーター設置事業計画書（様式第２号） 

  ウ 見積書及び積算内訳（任意様式） 

  エ 提出部数 ６部（正本１部、副本５部（コピー可）とする。） 

 

第９ 委託契約に関する事務を担当する場所 

〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県保健医療部医薬安全課臓器移植・薬物対策班 

ＴＥＬ：０８６－２２６－７３４１ ＦＡＸ：０８６－２２４－２１３３ 

 

第１０ 審査手続き・審査基準 

１ 公募申請書が提出された場合は、別途設置する審査委員会において審査する。 

２ 審査は、提出書類及び添付資料により行うが、必要に応じて別途ヒアリングの実施

や追加資料の提出等を求める場合がある。 

３ 審査項目及び配点は以下のとおりで、これにより１００点満点で点数化し、上位一

者を委託契約予定者とする。 

 



審    査    項    目 配 点 

臓器移植コーディネーターの設置について 

・臓器移植コーディネーターとしての経験年数、実績等がすぐれ

ていること。 

・臓器移植に関する専門性の程度がすぐれていること。 

 

２５ 

 

 

 

臓器移植コーディネーターの業務の実施方法について 

・具体的な業務計画の内容がすぐれていること。 

 

２０ 

 

 

臓器移植コーディネーターの支援体制について 

・臓器移植コーディネーターの業務の支援体制(組織の設立目的、

役職員、臓器移植の推進に関する活動内容、臓器提供施設等の

関係団体との連絡調整等）がすぐれていること。 

 

２０ 

 

 

 

 

経営基盤について 

・収支報告書等の内容がすぐれていること。 

 

１５ 

 

 

事業の経済性について 

・事業実施に要する経費の経済性がすぐれていること。 

 

２０ 

 

計 １００ 

 

第１１ 結果の通知方法 

 前項の審査の結果は文書で通知する。 

 

第１２ その他 

１ 本件業務については、令和８年度予算が県議会で可決され、当該予算の執行が可能

になった後に契約を締結する。 

  なお、令和８年度予算が県議会で可決されない場合は、契約を締結しない。 

２ 応募に係る経費は、すべて応募者の負担とする。 

３ 応募者の名称、代表者、所在地等を公表することがある。 

４ 提出書類について虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

５ 提出書類は、返却しない。 

６ 提出書類等は、情報公開の請求により開示することがある。 


